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中国における船荷証券原本の提示無しでの貨物の引渡し 

 

御既承の通り、船荷証券の原本(Original Bill of Lading: OBL)の提示を受けずに貨物を引き渡した運送

人は、貨物の誤渡しクレームに対する賠償責任を負う可能性がある。そのため、運送人は通常、用船

者から補償状 (Letters of Indemnity: LOI)を取得している場合にのみ、その指示に従い OBL の提示無

しに貨物引渡しに同意する。中国では最近、OBL 所持人の運送人に対する誤渡しクレームが頻発して

おり、誤渡しクレームがもたらす損失について、LOI では運送人やその他の関係者が十分に保護され

ない事態が顕在化した。本稿は、誤渡しクレームや LOI 使用に関する問題につき検討するが、とりわ

けそれらに関して生じる中国でのクレームに焦点を当てている。 

 

LOIの使用 

(国際 P&Iグループ推奨の標準文言の LOIに基づき解釈すると) 標準文言 LOlの目的は、誤渡しクレー

ムがもたらす損失から運送人を保護することにある。標準文言の LOI は、運送人 (あるいは LOI の受

益者)が LOlで指定された(もしくはそう主張する)引渡し先へ貨物を引き渡してさえいれば、OBL所持

人から誤渡しクレームを申し立てられた場合でも、OBL の提示無しで貨物を引き渡すよう依頼した当

事者より、その損失の大部分に関し十分な補償を受ける権利を得られるよう、意図的に幅広い意味を

もたせて作成されている。したがって、運送人 (または LOIの受益者)が LOIに記載された引渡しに関

する指示を遵守している限りにおいて、英国裁判所はかかる LOI に記載された約定を履行するよう命

じてきた。 

 

英国裁判所は通常、OBL の提示無しでの貨物の引渡しにより誤渡しクレームが生じた場合、誤渡しの

理由を OBL の提示を行わなかったがためと考える。また、英国裁判所は、OBL 所持人が誤渡しクレ

ームに起因し、運送人所有の船舶をアレストする事例が頻発している事実を注視している。したがっ

て、英国裁判所は、しばしば OBL の提示が伴わない LOI による貨物引渡しを指示した当事者に対し、

船舶のアレストを解除するための手続きを行うよう命ずる。運送人はかかる命令を、比較的速やかに、

おそらく数週間以内に裁判所より取得することができる。 

 

通常、国際 P&I グループの標準文言に基づき複数の当事者より OBL 提示無しでの貨物引渡しに関す

るの LOIが提出された場合、運送人は LOIの受益者として各々LOIに関して訴訟を提起し、裁判所へ

上記の命令を申請することができる。これにより運送人は、LOI の直近の発行者が何らかの事由によ

り英国裁判所の命令を無視する、あるいは破綻した場合に、その他の関係当事者に対して補償を求め

る潜在的な権利を得ることが可能となる。 

 

撒積貨物を取り扱う運送人は用船契約(定期・航海)における船主として、契約相手の用船者が LOI を

提供するのと交換条件で、LOIで規定された法的補償に基づき、日常的に OBLの提示無しで貨物の引

渡しを余儀なくされている。実際、中国へ輸入される撒積貨物（例：撒積鉱物）の荷揚と引渡しが、

OBL 提示無しの貨物引渡しに関する LOI の提出と引換えに行われることが商慣行となっている。LOI

は元々、OBL が揚地へ到着しないという例外的事例に対応するための、一時的な解決策として考案さ

れたものだが、現在は撒積貨物の貿易取引に欠かせない仕組みとなっている。 

 

Shanxi Haixinの事例から得られる教訓 

中国の製鉄会社 Shanxi Haixin Iron and Steel Group (「Shanxi Haixin」)の破綻により、中国へ撒積貨

物を輸送する企業は、OBL提示無しでの LOIによる貨物引渡しのリスクを改めて意識するようになっ

た。 

 

本件の概要はこうだ。Shanxi Haixin の破綻を受け、中国の銀行は、Shanxi Haixin に引き渡された貨

物は誤渡しであるとし、その原因は運送人が OBL の提示無しに貨物を引き渡したためと主張し、多

数の船舶をアレストした。これら銀行はさらに、Shanxi Haixinより裏保証を取得することなしに信用

状を発行し、Shanxi Haixinへ信用供与していた。その後 Shanxi Haixinは銀行へ返済義務を履行でき

ず破綻、銀行が OBLの所持人となった。 

 

中国の海商法(第 71 条)では、OBL の所持人が当該貨物の所有権を有すると規定されている。また、

中国の最高裁判所が 2009年に発行した通達では、貨物が OBL所持人以外の主体へ引き渡された場合、

OBL 所持人は貨物の誤渡しクレームについて運送人を訴えること、および運送人保有船舶に対し海事

クレームを提起可能とされている。 
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最近の多くの事例から、誤渡しクレームが荷揚後 1 年以内に申し立てられた場合、中国の海事裁判所

は OBL 所持人を擁護することが確認されている。かかる状況下、中国で船舶をアレストした銀行は、

本件における OBL所持人として運送人に対し中国で補償を求めたのである。 

 

中国で誤渡しクレームにより船舶がアレストされた場合、運送人が行使可能な法的手段 

 

受荷主に対して提訴する 

1つの手段として、中国で OBL所持人が提起した誤渡しに関する裁判管轄につき、異議を申し立てる

ことが考えられる。原則として船荷証券は用船契約(charter party)の条項を摂取しており、これら用船

契約は通常は英国法準拠、および英国裁判所の管轄となっている。しかしながら、中国の裁判所は概

して、かかる準拠法や管轄権に関する諸規定に受荷主が拘束されることを容認しない。近年の事例で

は、上述の状況に置かれた運送人は、英国裁判所へ中国での訴訟の差止命令を求めているようである。

英国裁判所は、受荷主に対して、船荷証券に記載されている準拠法や管轄権の合意内容に反するよう

な中国での訴訟を否認するよう命じる。 

 

受荷主がかかる命令に従い、荷揚後 1 年間の時効期限が過ぎてから英国で運送人に対して提訴せざる

を得なくなった場合、英国裁判所がその英国での訴訟を時効成立と判断するかどうかは、極めて興味

深い。しかしながら、受荷主が訴訟差止命令に従わなかった場合、運送人が受荷主に対して行使可能

な制裁措置や手続きはほぼ皆無といえる。 

 

LOI発行者に対応を要求する 

所有船舶がアレストされた運送人の多くは、誤渡しクレームについて争うより、LOI 発行者が船舶ア

レスト解除手続きを行うこと、および誤渡しクレームに対応することを望む。運送人のかかる要望を

LOI 発行者が拒否した場合、運送人は、LOI 発行者に LOI の約定内容を強制的に履行させる方法を検

討する必要がある。 

 

国際 P&Iグループ推奨の標準文言 LOIは「この補償状は英国法に準拠し、英国法に従って解釈され、またこ

の補償状のもとで責任を負う者は、貴社（受益者）の要求により“英国の高等法院の裁判管轄”に同意する」とさ

れている。つまり、LOI には合意により裁判管轄を変更できる非専属管轄権に関する条項が含まれて

おり、義務ではないが、運送人は英国裁判所での訴訟の手続きを求める権利を有すると考えられる。

しかしながら、標準文言 LOI が含む非専属管轄権に関する条項により、所有船舶が貨物の誤渡しを根

拠にアレストされ、LOI 発行者へ LOI に基づく対応を要求する運送人は、ジレンマに悩まされること

になる。 

 

例えば、LOI 発行者の所在地が中国である場合、中国裁判所は英国裁判所の判決を認めない
1
。したが

って、運送人が英国裁判所で LOI 発行者に対して提訴し判決を得ても、同判決を中国で執行させる法

的根拠は無いこととなる。一方、運送人が LOI 発行者を相手に中国で提訴しても、中国裁判所は英国

裁判所ほど容易には、LOI に記載された管轄地（英国）で LOI の約定内容を履行すべきと判断しない

と考えられる。また、中国裁判所は、運送人が実際に被った後の損害しか、LOI 発行者へ補償を命じ

ないと考えられる。要するに LOI は、誤渡しクレームを受けた運送人に対し、確実な補償を提供でき

ないということとなる。運送人がこのようなリスクを回避する方法として、標準文言 LOI に仲裁合意

規定 (ロンドン海事仲裁人協会[LMAA]が定めた条件を含む)を盛り込んではどうか。なぜなら、仲裁裁

定は裁判判決よりも執行範囲がはるかに広く、仲裁廷は差止救済措置を与える権利を持っているから

だ
2
。しかしながら、LOI発行者が破綻した場合には、たとえ仲裁合意規定を LOIへ盛込む修正をした

としても、運送人にとって効果はない。 

 
運送人が誤渡しクレームに関し、運送人が受荷主や LOI 発行者へ法的措置を取ることがいかに困難で

                                                      
1
 裁判所の判決は国家主権の中の裁判権行使に該当し、原則として自国内でのみ効力を有する。つまり、A国の

裁判所が下した判決について、B国の裁判所はその判決効力を承認する義務、および執行する義務を負わない。 
2
 The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (所謂 New York Arbitration 

Convention)では、個別実務上での検討は必要であるものの、原則として New York Arbitration Convention同士は、

外国における商事仲裁に関する仲裁判断が、他国裁判所による承認・執行を可能としている。中国も New York 

Arbitration Conventionの批准国であり、他の英国を初めとする New York Arbitration Conventionの批准国で得た

仲裁判断は、中国にて承認・執行が可能と考えられる。 
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あるか、ご理解頂けたと思う。一方で、中国における貨物の荷揚や引渡しに関連する保証渡しの商習

慣は、誤渡しクレームを防止するものではない。中国の船舶代理店は、たとえ運送人から代理店とし

て任命を受けている場合でも、貨物のエンドユーザー（受荷主）の指示を受けない限り、荷揚後の貨

物を取り扱うことができないのが慣例である。船舶代理店は、貨物の所有権を主張する者に対して荷

渡指図書(Delivery Order: D/O)を発行するまで、貨物を引き渡す事は無い。貨物の所有権者は D/O を

取得してはじめて貨物を通関し、港から引取ることができるのだ。そして、中国の通関手続きでは商

慣習上、OBL の提示は求められないのである。つまり、OBL の所持人が誰であろうと、陸揚げされ

た貨物の引渡しに必要となるのは、OBL ではなく D/O なのだ。このような状況に置かれた船会社/船

舶代理店の最善手は言うまでもなく、OBLの提示無く貨物の所有権を主張する者に対し、D/Oを決し

て発行しないということとなる。しかし、この最善手は守られないことが多く、それはまさに Shanxi 

Haixin の事例で起こったことといえる。Shanxi Haixin の破綻後、OBL 所持人である銀行は、すでに

引き渡された貨物の所有権を主張し、かかる最善手を取らなかったとして運送人に対し誤渡しクレー

ムを提起したのだ
3
。 

 

まとめ 

 

LOI は既に撒積貨物の中国への運送に欠かせない書類となっている。しかし、誤渡しクレームが発生

した場合、近年の Shanxi Haixin の事例のように、運送人は LOI を取り付けても誤渡しクレームのリ

スクは回避できない。中国で最近発生したかかる誤渡しクレームは、Shanxi Haixinに限られた事例と

して片付けられないだろうというのが一般的な見解だ。 

 

P&I Club は原則として、OBL の提示無く貨物を引き渡し、その結果誤渡しとなった場合、運送人に

対して保険カバーを提供しない。運送人は高額な保険料を支払い特殊な保険を手配することはできる

が、その場合でも、単に誤渡しクレームのリスクが保険会社へ移転されただけであり、誤渡しという

根本的な問題が解決されているわけではない。一方で、LOIと引換えに OBLの提示無く荷役を行う方

法は定着しており、運送人がこの方法の変更を求めることも非現実的といえる。運送人が一流銀行の

履行保証付き LOI を相手方へ求め、LOI の実効性を担保し運送人のリスクを軽減すべきとの意見もあ

る。しかし、この解決策は実際問題、貨物の荷揚を拒否するよりも実務的ではないと考えられる。 

 

より現実的な解決策として、第一に LOI の確実な履行の担保のため、国際 P&I グループの推奨する

LOI 文言の管轄権に関する箇所を、管轄地を規定した「英国高等法院：High Court of justice of 

England」ではなく仲裁地を規定する「ロンドン仲裁：London Arbitration」に変更することを提案し

たい。第二に、揚地が（中国をはじめとする）OBL の提示無く貨物引渡しの行われる場所である場合、

OBL の提示無く貨物の引渡しが行われないよう、運送人が荷揚後の貨物を管理する船舶代理店を厳格

に管理するよう指導することを提案したい。 

 

Holman Fenwick Willanロンドン事務所 Partner Jean Koh 

Holman Fenwick Willan上海事務所 Partner Nicholas Poynder 

                                                      
3
 代理店は厳密には傭船者起用の場合であっても、受荷主から見れば運送人が起用した代理店と見做され、OBL

を所持する銀行は代理店の不作為を根拠に運送人の責任を主張した。 


